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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像診断装置によって得られた画像データの供給を行なう画像サーバと、前記画像
サーバから供給された前記画像データを表示する画像ビューアとがネットワークを介して
接続された画像データ供給システムであって、
　前記画像サーバは、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する第１の基準画像データ保管手段と、
　前記画像データと前記第１の基準画像データ保管手段から抽出した第１の基準画像デー
タとの差分処理により差分データを生成する差分データ生成手段と、
　前記第１の基準画像データの識別情報と前記差分データを前記画像ビューアへ送信する
データ送信手段を備え、
　前記画像ビューアは、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する第２の基準画像データ保管手段と、
　前記第１の基準画像データの識別情報に基づいて前記第２の基準画像データ保管手段か
ら抽出した第２の基準画像データと前記差分データとの加算処理により前記画像データを
復元する画像データ復元手段と、
　復元された前記画像データを表示する画像データ表示手段と、
を備えたことを特徴とする画像データ供給システム。
【請求項２】
　前記画像サーバはデータ選択手段を備え、
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　前記データ選択手段は、前記画像データの付帯情報に基づいて前記第１の基準画像デー
タ保管手段から抽出された基準画像データ群の各々と前記画像データとの差分処理によっ
て生成された差分データ群の中から最小のデータ量を有する差分データを選択し、
　前記データ送信手段は、選択された前記差分データの生成に関与した基準画像データの
識別情報を前記第１の基準画像データの識別情報として前記差分データと共に前記画像ビ
ューアへ送信することを特徴とする請求項１記載の画像データ供給システム。
【請求項３】
　前記画像データ及び前記基準画像データ群の各々は、撮影条件あるいは画像データ生成
条件の少なくとも何れかを前記付帯情報として有していることを特徴とする請求項２記載
の画像データ供給システム。
【請求項４】
　前記画像サーバはデータ選択手段を備え、
　前記データ選択手段は、前記画像データの付帯情報に基づいて前記第１の基準画像デー
タ保管手段から抽出された基準画像データ群のサムネールデータの各々と前記画像データ
のサムネールデータとの差分処理によって生成された差分圧縮データ群の中から最小のデ
ータ量を有する差分圧縮データを選択し、
　前記データ送信手段は、選択された前記差分圧縮データの生成に関与したサムネールデ
ータに対応する基準画像データの識別情報を前記第１の基準画像データの識別情報として
前記差分圧縮データと共に前記画像ビューアへ送信することを特徴とする請求項１記載の
画像データ供給システム。
【請求項５】
　医用画像診断装置によって得られた画像データの供給を行なう画像サーバと、前記画像
サーバから供給された前記画像データを表示する画像ビューアがネットワークを介して接
続された画像データ供給システムであって、
　前記画像サーバは、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する第１の基準画像データ保管手段と、
　前記画像データと前記第１の基準画像データ保管手段から抽出した第１の基準画像デー
タとの差分処理により差分データを生成する差分データ生成手段と、
　前記第１の基準画像データの識別情報をダミー識別情報へ変換する識別情報変換手段と
、
　前記ダミー識別情報と前記差分データを前記画像ビューアへ送信するデータ送信手段と
、
を備え、
　前記画像ビューアは、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する第２の基準画像データ保管手段と、
　前記ダミー識別情報を前記第１の基準画像データの識別情報へ逆変換する識別情報逆変
換手段と、
　逆変換された前記識別情報に基づいて前記第２の基準画像データ保管手段から抽出した
第２の基準画像データと前記差分データとの加算処理により前記画像データを復元する画
像データ復元手段と、
　復元された前記画像データを表示する画像データ表示手段と、
を備えたことを特徴とする画像データ供給システム。
【請求項６】
　前記画像サーバは、
　前記差分データを圧縮処理して差分圧縮データを生成するデータ圧縮手段を備え、
　前記画像ビューアは、
　前記差分圧縮データを伸張処理して前記差分データを復元するデータ伸張手段を備え、
　前記データ送信手段は、前記第１の基準画像データの識別情報と前記差分圧縮データを
前記画像ビューアへ送信し、
　前記画像データ復元手段は、前記画像サーバから供給される前記第１の基準画像データ
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の識別情報に基づいて前記第２の基準画像データ保管手段から抽出した第２の基準画像デ
ータと復元された前記差分データとの加算処理により前記画像データを復元することを特
徴とする請求項１又は請求項５に記載した画像データ供給システム。
【請求項７】
　前記画像サーバはデータ選択手段を備え、
　前記データ選択手段は、前記画像データの付帯情報に基づいて前記第１の基準画像デー
タ保管手段から抽出された基準画像データ群の各々と前記画像データとの差分処理に基づ
いて前記データ圧縮手段が生成した差分圧縮データ群の中から最小のデータ量を有する差
分圧縮データを選択し、
　前記データ送信手段は、選択された前記差分圧縮データの生成に関与した基準画像デー
タの識別情報を前記第１の基準画像データの識別情報として前記差分圧縮データと共に前
記画像ビューアへ送信することを特徴とする請求項６記載の画像データ供給システム。
【請求項８】
　前記第２の基準画像データ保管手段は、前記第１の基準画像データ保管手段が保管する
基準画像データと同一の基準画像データに同一の識別情報を付加して保管することを特徴
とする請求項１又は請求項５に記載した画像データ供給システム。
【請求項９】
　前記基準画像データは、過去に収集された標準的な画像データ、同一の撮影条件や画像
データ生成条件において収集された複数の画像データの平均データ、あるいは、ＣＧ（Co
mputer Graphics）技術によって生成されたダミー画像データの何れかであることを特徴
とする請求項１又は請求項５に記載した画像データ供給システム。
【請求項１０】
　第２の施設から供給された第１の画像データにその読影結果を重畳して生成した第２の
画像データを前記第２の施設へ送信する第１の施設の画像サーバと前記第１の施設から供
給された前記第２の画像データを表示する前記第２の施設の画像ビューアがネットワーク
を介して接続された画像データ供給システムであって、
　前記画像サーバは、
　前記第１の画像データと前記第２の画像データとの差分処理により差分データを生成す
る差分データ生成手段と、
　前記第１の画像データの識別情報をダミー識別情報へ変換する識別情報変換手段と、
　前記ダミー識別情報と前記差分データを前記画像ビューアへ送信するデータ送信手段と
、
を備え、
　前記画像ビューアは、
　前記画像サーバから供給される前記ダミー識別情報を前記第１の画像データの識別情報
へ逆変換する識別情報逆変換手段と、
　逆変換された前記識別情報に基づく前記第１の画像データと前記差分データとの加算処
理により前記第２の画像データを復元する画像データ復元手段と、
　復元された前記第２の画像データを表示する画像データ表示手段と、
を備えたことを特徴とする画像データ供給システム。
【請求項１１】
　前記差分データ生成手段によって生成された差分データを圧縮処理して差分圧縮データ
を生成するデータ圧縮手段と、
　前記差分圧縮データを伸張処理して前記差分データを復元するデータ伸張手段を備え、
前記画像データ復元手段は、前記ダミー識別情報の逆変換によって得られた前記第１の画
像データの識別情報に基づく第１の画像データと、復元された前記差分データとの加算処
理により前記第２の画像データを復元することを特徴とする請求項１０記載の画像データ
供給システム。
【請求項１２】
　医用画像診断装置によって得られた診断用画像データを、ネットワークを介して接続さ
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れた画像ビューアへ供給する画像サーバであって、
　前記画像データを保管する画像データ保管手段と、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する基準画像データ保管手段と、
　前記画像データ保管手段から読み出した前記画像データと前記基準画像データ保管手段
から抽出した基準画像データとの差分処理により差分データを生成する差分データ生成手
段と、
　前記差分データを圧縮処理して差分圧縮データを生成するデータ圧縮手段と、
　前記基準画像データの識別情報と前記差分圧縮データを前記画像ビューアへ送信するデ
ータ送信手段と、
を備えたことを特徴とする画像サーバ。
【請求項１３】
　医用画像診断装置によって得られた画像データを、ネットワークを介して接続された画
像ビューアへ供給する画像サーバであって、
　前記画像データを保管する画像データ保管手段と、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する基準画像データ保管手段と、
　前記画像データ保管手段から読み出した前記画像データと前記基準画像データ保管手段
から抽出した基準画像データとの差分処理により差分データを生成する差分データ生成手
段と、
　前記基準画像データの識別情報と前記差分データを前記画像ビューアへ送信するデータ
送信手段と、
を備えたことを特徴とする画像サーバ。
【請求項１４】
　医用画像診断装置によって得られ、ネットワークを介して画像サーバより供給された画
像データを表示する画像ビューアであって、
　前記画像サーバによる前記画像データと第１の基準画像データとの差分処理により生成
された差分データと、前記第１の基準画像データの識別情報とを受信する受信手段と、
　各種の基準画像データとその識別情報を保管する第２の基準画像データ保管手段と、
　前記第１の基準画像データの識別情報に基づいて前記第２の基準画像データ保管手段か
ら抽出した第２の基準画像データと前記差分データとの加算処理により前記画像データを
復元する画像データ復元手段と、
　復元された前記画像データを表示する画像データ表示手段と、
を備えたことを特徴とする画像ビューア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体から収集された画像データを、ネットワーク等を介して接続された他
の施設に対し高いセキュリティで送信することが可能な画像データ供給システム及び画像
サーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体から収集された各種の画像データを保管する画像サーバと、ネットワーク
等を介して前記画像サーバから供給される画像データを観測する画像ビューアを備えた画
像データ供給システムが広く用いられている。
【０００３】
　この場合、上述の画像サーバには、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、Ｘ線診断装置、更には
、超音波診断装置等の医用画像診断装置によって得られた各種の画像データが被検体情報
や既往歴等の個人情報を付帯情報として保管されている。
【０００４】
　特に、病院や診療所等の医療施設に設けられた上述の医用画像診断装置によって収集さ
れ前記画像サーバに一旦保存された当該被検体の画像データを、ネットワークを介して接
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続された画像読影センターの画像ビューアへ供給することにより、画像読影センターの専
門医による正確な読影が容易となり高い精度の診断を効率よく行なうことができる。
【０００５】
　医用画像診断装置によって収集された医用画像データ（以下では、診断用画像データと
呼ぶ。）のように大きなデータ量を有する画像データをネットワーク等を介して他の施設
の画像ビューアへ効率よく供給するために、画像サーバは、診断用画像データの圧縮処理
によって得られたデータ（圧縮データ）を画像ビューアに供給し、画像ビューアは、受信
した圧縮データを伸張処理することによって上述の診断用画像データを復元する方法が通
常行なわれている。
【０００６】
　この場合に用いられるデータ圧縮アルゴリズムとしてランレングス（ＲＬＥ）法、ハフ
マン法、ＬＺ７７法、ＬＺＷ法等の可逆的な方法が用いられ、例えば、ランレングス法に
よれば、同一の診断用画像データにおいて隣接する画素間の変化を夫々の画素に対して算
出し、変化が無い画素の繰り返し回数を計数することにより２次元的な圧縮データを生成
している。しかしながら、この方法では十分な圧縮率を得ることが不可能であり、特に、
時系列的な診断用画像データを画像ビューアに対して効率よく供給することはできなかっ
た。
【０００７】
　このような問題点に対し、時系列的な複数の診断用画像データの中から選択した基準画
像データと前記診断用画像データの各々との差分値を算出し、得られた２次元的な差分デ
ータに対し上述のデータ圧縮アルゴリズムを適用することにより高い圧縮率を有した圧縮
データ（差分圧縮データ）を生成する方法が提案されている（例えば、特許文献１参照。
）。
【特許文献１】特開平５－６３９９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述の特許文献１等に記載された方法によれば、同一の診断用画像データにおいて隣接
する画素間の差分処理や、時間方向に隣接する診断用画像データ間の差分処理によって得
られた差分データを圧縮処理することにより高い圧縮率を有した差分圧縮データを生成す
ることができる。
【０００９】
　しかしながら、これらの方法では、ネットワーク等を介し誤って供給された前記差分圧
縮データに対し上述の差分処理及び圧縮処理に対応した加算処理及び伸張処理を行なうこ
とにより診断用画像データを復元することが可能であり、診断用画像データあるいはこの
診断用画像データに含まれた種々の個人情報がこれらの情報の閲覧が許可されていない第
３者に対して漏洩する危険性を有していた。
【００１０】
　一方、上述の第３者に対する個人情報の漏洩防止を目的として診断用画像データを暗号
化する場合、暗号化及び復号化に要する膨大なデータが診断用画像データに付加されるた
め、圧縮処理を適用しても高いデータ圧縮率を得ることは困難となり、従って、画像ビュ
ーアに対し診断用画像データを効率よく供給することは不可能であった。又、上述の暗号
化は解読される危険性を常に有しているため、高いデータセキュリティも保障されなかっ
た。
【００１１】
　更に、診断用画像データを保存した記憶媒体を書留等の追跡可能な輸送手段によって送
付する方法や画像サーバ側の医療従事者が画像ビューア側へ直接持参する方法は、高いデ
ータセキュリティを得ることができるが、診断用画像データの供給効率を著しく低下させ
るため実際には殆ど行なわれていない。
【００１２】
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　即ち、上述した従来の方法によれば、画像ビューアに対する診断用画像データの供給を
効率よく行ない、しかも、この診断用画像データに関わる個人情報の漏洩を確実に防止す
ることは極めて困難であった。
【００１３】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、診断用画像データ
の供給を効率よく行なうことである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題を解決するために、請求項１に係る本発明の画像データ供給システムは、医用
画像診断装置によって得られた画像データの供給を行なう画像サーバと、前記画像サーバ
から供給された前記画像データを表示する画像ビューアとがネットワークを介して接続さ
れた画像データ供給システムであって、前記画像サーバは、各種の基準画像データとその
識別情報を保管する第１の基準画像データ保管手段と、前記画像データと前記第１の基準
画像データ保管手段から抽出した第１の基準画像データとの差分処理により差分データを
生成する差分データ生成手段と、前記第１の基準画像データの識別情報と前記差分データ
を前記画像ビューアへ送信するデータ送信手段を備え、前記画像ビューアは、各種の基準
画像データとその識別情報を保管する第２の基準画像データ保管手段と、前記第１の基準
画像データの識別情報に基づいて前記第２の基準画像データ保管手段から抽出した第２の
基準画像データと前記差分データとの加算処理により前記画像データを復元する画像デー
タ復元手段と、復元された前記画像データを表示する画像データ表示手段と、を備えたこ
とを特徴としている。
【００１５】
　又、請求項５に係る本発明の画像データ供給システムは、医用画像診断装置によって得
られた画像データの供給を行なう画像サーバと、前記画像サーバから供給された前記画像
データを表示する画像ビューアがネットワークを介して接続された画像データ供給システ
ムであって、前記画像サーバは、各種の基準画像データとその識別情報を保管する第１の
基準画像データ保管手段と、前記画像データと前記第１の基準画像データ保管手段から抽
出した第１の基準画像データとの差分処理により差分データを生成する差分データ生成手
段と、前記第１の基準画像データの識別情報をダミー識別情報へ変換する識別情報変換手
段と、前記ダミー識別情報と前記差分データを前記画像ビューアへ送信するデータ送信手
段と、を備え、前記画像ビューアは、各種の基準画像データとその識別情報を保管する第
２の基準画像データ保管手段と、前記ダミー識別情報を前記第１の基準画像データの識別
情報へ逆変換する識別情報逆変換手段と、逆変換された前記識別情報に基づいて前記第２
の基準画像データ保管手段から抽出した第２の基準画像データと前記差分データとの加算
処理により前記画像　データを復元する画像データ復元手段と、復元された前記画像デー
タを表示する画像データ表示手段と、を備えたことを特徴としている。
【００１６】
　更に、請求項１０に係る本発明の画像データ供給システムは、第２の施設から供給され
た第１の画像データにその読影結果を重畳して生成した第２の画像データを前記第２の施
設へ送信する第１の施設の画像サーバと前記第１の施設から供給された前記第２の画像デ
ータを表示する前記第２の施設の画像ビューアがネットワークを介して接続された画像デ
ータ供給システムであって、前記画像サーバは、前記第１の画像データと前記第２の画像
データとの差分処理により差分データを生成する差分データ生成手段と、前記第１の画像
データの識別情報をダミー識別情報へ変換する識別情報変換手段と、前記ダミー識別情報
と前記差分データを前記画像ビューアへ送信するデータ送信手段と、を備え、前記画像ビ
ューアは、前記画像サーバから供給される前記ダミー識別情報を前記第１の画像データの
識別情報へ逆変換する識別情報逆変換手段と、逆変換された前記識別情報に基づく前記第
１の画像データと前記差分データとの加算処理により前記第２の画像データを復元する画
像データ復元手段と、復元された前記第２の画像データを表示する画像データ表示手段と
、を備えたことを特徴としている。
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【００１７】
　一方、請求項１２に係る本発明の画像サーバは、医用画像診断装置によって得られた診
断用画像データを、ネットワークを介して接続された画像ビューアへ供給する画像サーバ
であって、前記画像データを保管する画像データ保管手段と、各種の基準画像データとそ
の識別情報を保管する基準画像データ保管手段と、前記画像データ保管手段から読み出し
た前記画像データと前記基準画像データ保管手段から抽出した基準画像データとの差分処
理により差分データを生成する差分データ生成手段と、前記差分データを圧縮処理して差
分圧縮データを生成するデータ圧縮手段と、前記基準画像データの識別情報と前記差分圧
縮データを前記画像ビューアへ送信するデータ送信手段と、を備えたことを特徴としてい
る。
【００１８】
　又、請求項１３に係る本発明の画像サーバは、医用画像診断装置によって得られた画像
データを、ネットワークを介して接続された画像ビューアへ供給する画像サーバであって
、前記画像データを保管する画像データ保管手段と、各種の基準画像データとその識別情
報を保管する基準画像データ保管手段と、前記画像データ保管手段から読み出した前記画
像データと前記基準画像データ保管手段から抽出した基準画像データとの差分処理により
差分データを生成する差分データ生成手段と、前記基準画像データの識別情報と前記差分
データを前記画像ビューアへ送信するデータ送信手段と、を備えたことを特徴としている
。
　又、請求項１４に係る本発明の画像ビューアは、医用画像診断装置によって得られ、ネ
ットワークを介して画像サーバより供給された画像データを表示する画像ビューアであっ
て、前記画像サーバによる前記画像データと第１の基準画像データとの差分処理により生
成された差分データと、前記第１の基準画像データの識別情報とを受信する受信手段と、
各種の基準画像データとその識別情報を保管する第２の基準画像データ保管手段と、前記
第１の基準画像データの識別情報に基づいて前記第２の基準画像データ保管手段から抽出
した第２の基準画像データと前記差分データとの加算処理により前記画像データを復元す
る画像データ復元手段と、復元された前記画像データを表示する画像データ表示手段と、
を備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、診断用画像データの供給を効率よく行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例】
【００２１】
　以下に述べる本発明の実施例では、各種診断用画像データの収集と保管を行なう医療施
設（第１の施設）の画像サーバから前記診断用画像データの読影を行なう画像読影センタ
ー（第２の施設）の画像ビューアに対し当該被検体の診断用画像データを供給する際、画
像サーバは、前記診断用画像データと予め保管された第１の基準画像データとの差分デー
タを圧縮処理して生成した差分圧縮データを第１の基準画像データの識別情報と共に画像
ビューアへ供給し、画像ビューアは、この差分圧縮データを伸張処理して生成した差分デ
ータと前記識別情報に基づいて自己の記憶回路から読み出した前記第１の基準画像データ
と略等しい第２の基準画像データとの加算処理により前記診断用画像データを復元する。
【００２２】
　尚、以下では、診断用画像データの収集と保管を行なう医療施設（第１の施設）の画像
サーバから前記診断用画像データの読影を行なう画像読影センター（第２の施設）の画像
ビューアに対して当該被検体の診断用画像データを供給する場合について述べるが、これ
に限定されるものではなく、例えば、画像読影センター以外の施設に備えられた画像ビュ
ーアに対する診断用画像データの供給であっても構わない。
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【００２３】
（画像データ供給システムの構成）
　本実施例における画像データ供給システムの構成につき図１乃至図２を用いて説明する
。図１は、画像データ供給システムの全体構成を示すブロック図であり、この画像データ
供給システム１００は、例えば、各種の医用画像診断装置と共に医療施設（第１の施設）
に設置され、医用画像診断装置によって得られた診断用画像データの保管とこの診断用画
像データに対する差分処理（減算処理）及び圧縮処理によって生成した差分圧縮データの
画像ビューア４への供給を行なう画像サーバ２と、診断用画像データの読影を行なう画像
読影センター（第２の施設）に設置され、ネットワーク３を介して画像サーバ２から供給
される差分圧縮データに対し伸張処理と加算処理を行なって診断用画像データを復元する
画像ビューア４を有している。
【００２４】
　画像サーバ２は、医用画像診断装置によって予め収集された複数の診断用画像データが
保管されている画像データ保管部２１と、前記複数の診断用画像データの中から画像ビュ
ーア４にて読影を行なう当該被検体の診断用画像データを選択する画像データ選択部２２
と、各種の基準画像データが後述の付帯情報と共に予め保管されている基準画像データ保
管部（第１の基準画像データ保管部）２３と、診断用画像データの差分処理に使用する複
数の基準画像データ（基準画像データ群）を基準画像データ保管部２３に保管された基準
画像データの中から抽出し、これら基準画像データの各々と画像データ選択部２２によっ
て選択された診断用画像データとの差分処理により２次元的な複数の差分データ（差分デ
ータ群）を生成する差分データ生成部２４を備えている。
【００２５】
　又、画像サーバ２は、差分データ生成部２４にて生成された差分データの各々を圧縮処
理して複数の差分圧縮データ（差分圧縮データ群）を生成するデータ圧縮部２５と、得ら
れた差分圧縮データのデータ量を計測し、データ量が最小となる差分圧縮データの選択と
この差分圧縮データの生成に関与した基準画像データ（第１の基準画像データ）の特定を
行なうデータ選択部２６と、データ選択部２６によって選択された差分圧縮データにデー
タ選択部２６によって特定された第１の基準画像データの識別情報を付加し、ネットワー
ク３を介して画像ビューア４へ送信するデータ送信部２７を備え、更に、診断用画像デー
タを必要に応じて表示する表示部２８と、被検体情報や各種コマンド信号等を入力する入
力部２９と、画像サーバ２に設けられた上述の各ユニットを統括的に制御する制御部３０
を備えている。
【００２６】
　画像データ保管部２１には、例えば、画像サーバ２に対して別途設置されたＸ線ＣＴ装
置、超音波診断装置、ＭＲＩ装置、Ｘ線診断装置等の医用画像診断装置によって得られた
各種の診断用画像データが被検体情報や撮影条件等を付帯情報として保管される。
【００２７】
　図２は、上述の診断用画像データに付加されている被検体情報、撮影条件及び画像デー
タ生成条件の具体例を示したものであり、例えば、被検体情報として被検体名あるいは図
示しない被検体ＩＤ等が、又、撮影条件として診断用画像データが生成された医用画像診
断装置を示す「モダリティ」、診断用画像データを収集する際の「撮影部位」、「撮影方
向」、「寝台位置」、「造影剤有無」等が、更に、画像データ生成条件として「再構成ア
ルゴリズム」、「階調性（ダイナミックレンジ）」、「画素数」、「画像サイズ」等が診
断用画像データの各々に付加されている。
【００２８】
　図１へ戻って、画像データ選択部２２は、入力部２９から制御部３０を介して供給され
る当該被検体の被検体情報（被検体名あるいは被検体ＩＤ）を受信し、この被検体情報に
基づき、画像データ保管部２１に予め保管されている各種診断用画像データの中から当該
被検体の複数からなる診断用画像データを順次選択して表示部２８に表示する。
【００２９】
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　次いで、表示部２８にて表示された診断用画像データを観察した画像サーバ２の操作者
は、これら複数の診断用画像データの中から好適な診断用画像データを入力部２９にて指
示し、画像データ選択部２２は、入力部２９から供給される指示信号に基づいて読影の対
象とする診断用画像データを選択し差分データ生成部２４へ供給する。
【００３０】
　一方、基準画像データ保管部２３には、過去に収集され被検体情報等の個人情報が削除
された各種の標準的な画像データ（基準画像データ）が画像ＩＤ等の画像データ識別情報
や図２に示した診断用画像データの付帯情報と同様の「撮影部位」、「撮影方向」、「寝
台位置」、「造影剤使用の有無」等の撮影条件及び「再構成アルゴリズム」、「階調性（
ダイナミックレンジ）」、「画素数」、「画像サイズ」等の画像データ生成条件を付帯情
報として予め保管されている。
【００３１】
　次に、差分データ生成部２４は、画像データ選択部２２から供給される当該被検体の診
断用画像データに付加されている撮影条件及び画像データ生成条件を検出し、これらの付
帯情報を検索キーとして基準画像データ保管部２３に予め保管されている各種の基準画像
データの中から同一の付帯情報を有する複数の基準画像データ（基準画像データ群）を抽
出する。次いで、これら基準画像データ群の各々と診断用画像データとの差分処理によっ
て複数の差分データ（差分データ群）を生成する。具体的には、同一の画像アドレスにお
ける診断用画像データの画素及び基準画像データ群の画素が有する夫々の画素値の差を全
ての画像アドレスに対して算出することにより２次元的な複数の差分データを生成する。
そして、得られた差分データ群の各々に対して上述の差分処理に使用した基準画像データ
の識別情報を付加する。
【００３２】
　データ圧縮部２５は、所定のデータ圧縮法（例えば、ランレングス法）を実行するため
に必要な処理プログラムが保管されている図示しないプログラム記憶部を備え、差分デー
タ生成部２４から順次供給される差分データ群の各々をこの処理プログラムを用いて圧縮
処理し複数の差分圧縮データ（差分圧縮データ群）を生成する。そして、差分データ群の
各々に付加されていた基準画像データの識別情報を差分圧縮データ群の各々に付加する。
【００３３】
　次に、データ選択部２６は、図示しない差分圧縮データ記憶部、データ量計測部及びデ
ータ量比較部を備え、前記差分圧縮データ記憶部には、データ圧縮部２５によって生成さ
れた差分圧縮データ群とその付帯情報である基準画像データの識別情報が保存される。一
方、前記データ量計測部は、前記差分圧縮データ記憶部から順次読み出した差分圧縮デー
タ群の各々に対してデータ量を計測し、前記データ量比較部は、計測した差分圧縮データ
のデータ量を比較することにより差分圧縮データ群の中からデータ量が最小となる差分圧
縮データを選択する。そして、選択した差分圧縮データとこの差分圧縮データに付加され
ている基準画像データ（第１の基準画像データ）の識別情報をデータ送信部２７へ供給す
る。
【００３４】
　データ送信部２７は、データ選択部２６から供給される上述の差分圧縮データ及び第１
の基準画像データの識別情報を所定フォーマットに変換し、ネットワーク３を介して画像
読影センターに設置された画像ビューア４へ送信する。
【００３５】
　一方、画像ビューア４は、画像サーバ２から供給される差分圧縮データ及び第１の基準
画像データの識別情報を受信するデータ受信部４１と、この差分圧縮データを伸張処理し
て差分データを生成するデータ伸張部４２と、各種の基準画像データが予め保管されてい
る基準画像データ保管部（第２の基準画像データ保管部）４３と、データ伸張部４２によ
って生成された差分データと第１の基準画像データの識別情報に基づいて基準画像データ
保管部４３から抽出した第２の基準画像データとの加算処理により当該被検体の診断用画
像データを復元する画像データ復元部４４を備えている。
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【００３６】
　更に、画像ビューア４は、復元された診断用画像データを表示する画像データ表示部４
５と、前記診断用画像データを保存する画像データ記憶部４６と、診断用画像データに対
する読影結果の入力や各種コマンド信号の入力等を行なう入力部４７と、画像ビューア４
に設けられた上述の各ユニットを統括的に制御する制御部４８を備えている。
【００３７】
　データ受信部４１は、画像サーバ２のデータ送信部２７からネットワーク３を介して供
給される当該被検体の差分圧縮データを受信し、この差分圧縮データをデータ伸張部４２
へ、又、前記差分圧縮データの付帯情報である第１の基準画像データの識別情報を画像デ
ータ復元部４４へ供給する。
【００３８】
　データ伸張部４２は、画像サーバ２のデータ圧縮部２５にて行なわれる圧縮処理に対応
した伸張処理を実行するために必要な処理プログラムが予め保管されている図示しないプ
ログラム記憶部を備え、データ受信部４１から供給される差分圧縮データを前記処理プロ
グラムを用いて伸張処理し差分データを生成（復元）する。
【００３９】
　一方、基準画像データ保管部４３には、画像サーバ２の基準画像データ保管部２３に保
管されている各種の基準画像データと同一の基準画像データが同一の識別情報を付帯情報
として予め保管されている。
【００４０】
　画像データ復元部４４は、データ受信部４１から供給される第１の基準画像データの識
別情報を受信し、基準画像データ保管部４３に保管されている各種基準画像データの中か
ら前記識別情報と同一の識別情報を有する第２の基準画像データを抽出する。このとき、
第１の基準画像データと略等しい第２の基準画像データが基準画像データ保管部４３から
抽出される。次いで、画像データ復元部４４は、抽出した第２の基準画像データとデータ
伸張部４２の伸張処理によって生成された差分データとの加算処理により当該被検体の診
断用画像データを復元する。
【００４１】
　画像データ表示部４５は、図示しない表示データ生成部と変換部とモニタを備えている
。前記表示データ生成部は、画像データ復元部４４にて復元された診断用画像データに基
準画像データの識別情報を付加して表示データを生成し、前記変換部は、前記表示データ
に対しＤ／Ａ変換とテレビフォーマット変換を行なって前記モニタに表示する。一方、画
像データ記憶部４６は、画像データ復元部４４にて復元された診断用画像データに基準画
像データの識別情報を付加して保存する。
【００４２】
（画像データの送信手順）
　次に、本実施例における診断用画像データの送信手順につき図３に示したフローチャー
トを用いて説明する。画像ビューア４に対する診断用画像データの供給に先立ち、画像サ
ーバ２の画像データ保管部２１には、各種医用画像診断装置から専用回線あるいは大容量
の記憶媒体等を介して収集された当該被検体の診断用画像データを含む各種の診断用画像
データが被検体情報、撮影条件、画像データ生成条件等を付帯情報として予め保管される
（図３のステップＳ１）。
【００４３】
　画像ビューア４に対する診断用画像データの供給に際し、画像サーバ２の操作者は、入
力部２９において当該被検体の被検体情報（例えば、被検体名）を入力し、制御部３０を
介して前記被検体情報を受信した画像データ選択部２２は、この被検体情報に基づき画像
データ保管部２１に保管されている各種診断用画像データの中から当該被検体の複数から
なる診断用画像データ（診断用画像データ群）を選択して表示部２８に表示する。そして
、表示部２８に表示された診断用画像データ群を観察した操作者は、読影に好適な１つあ
るいは複数の診断用画像データを入力部２９の入力デバイスを用いて指示し、画像データ
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選択部２２は、入力部２９から供給された指示信号に基づき読影の対象とする診断用画像
データを前記診断用画像データ群の中から選択して差分データ生成部２４へ供給する（図
３のステップＳ２）。
【００４４】
　一方、差分データ生成部２４は、画像データ選択部２２から供給される上述の診断用画
像データに付加されている撮影条件及び画像データ生成条件を検出し、これらの付帯情報
を検索キーとして基準画像データ保管部２３に予め保管されている各種基準画像データの
中から同一の付帯情報を有する複数の基準画像データ（基準画像データ群）を抽出する（
図３のステップＳ３）。次いで、基準画像データ群の各々と診断用画像データとの差分処
理によって複数の差分データ（差分データ群）を生成し、得られた差分データ群に上述の
差分処理に使用した基準画像データの識別情報を付加する（図３のステップＳ４）。
【００４５】
　次いで、データ圧縮部２５は、差分データ生成部２４から供給される差分データ群を自
己のプログラム記憶部に予め保管されている処理プログラムを用いて圧縮処理し複数の差
分圧縮データ（差分圧縮データ群）を生成する。そして、差分データ群の各々に付加され
ていた基準画像データの識別情報を差分圧縮データ群の各々に付加し、データ選択部２６
に設けられたデータ記憶部に一旦保存する（図３のステップＳ５）。
【００４６】
　一方、データ選択部２６のデータ量計測部は、前記データ記憶部から順次読み出した差
分圧縮データ群の各々に対してデータ量を計測し、データ選択部２６のデータ量比較部は
、計測したデータ量を比較することにより差分圧縮データ群の中からデータ量が最小とな
る差分圧縮データを選択する。そして、選択した差分圧縮データとこの差分圧縮データの
生成に関与した基準画像データ（第１の基準画像データ）の識別情報をデータ送信部２７
へ供給する（図３のステップＳ６）。
【００４７】
　そして、データ送信部２７は、データ選択部２６から供給される差分圧縮データとその
付帯情報である第１の基準画像データの識別情報を所定フォーマットに変換し、ネットワ
ーク３を介して画像読影センターの画像ビューア４へ送信する（図３のステップＳ７）。
【００４８】
（画像データの表示手順）
　次に、本実施例における診断用画像データの表示手順につき図４のフローチャートを用
いて説明する。
【００４９】
　画像サーバ２からネットワーク３を介して上述の差分圧縮データと第１の基準画像デー
タの識別情報を受信した画像ビューア４のデータ受信部４１は、差分圧縮データをデータ
伸張部４２へ、第１の基準画像データの識別情報を画像データ復元部４４へ夫々供給する
（図４のステップＳ２１）。データ伸張部４２は、データ受信部４１を介して供給された
差分圧縮データを自己のプログラム記憶部に予め保管されている処理プログラムを用いて
伸張処理し差分データを生成（復元）する（図４のステップＳ２２）。
【００５０】
　一方、画像データ復元部４４は、データ受信部４１から供給された第１の基準画像デー
タの識別情報に基づき基準画像データ保管部４３に保管されている各種基準画像データの
中から前記識別情報と同一の識別情報を有する第２の基準画像データを抽出し、更に、抽
出した第２の基準画像データとデータ伸張部４２によって生成された差分データとの加算
処理により当該被検体の診断用画像データを復元する（図４のステップＳ２３）。
【００５１】
　そして、復元された診断用画像データは、画像データ表示部４５が備えるモニタに表示
されて画像読影センターの専門医による読影が行なわれ（図４のステップＳ２４）、読影
前の診断用画像データあるいは読影結果が付加された読影後の診断用画像データは画像デ
ータ記憶部４６に保存される（図４のステップＳ２５）。
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【００５２】
　次に、上述の手順によって画像サーバ２が行なう差分圧縮データの生成と画像ビューア
４が行なう診断用画像データの復元につき図５を用いて更に説明する。
【００５３】
　即ち、図５に示すように、画像サーバ２の差分データ生成部２４は、画像データ選択部
２２から供給される当該被検体の診断用画像データａ１と基準画像データ保管部２３から
供給される第１の基準画像データａ２との差分処理によって差分データａ３を生成し、デ
ータ圧縮部２５は、差分データａ３を圧縮処理して差分圧縮データａ４を生成する。そし
て、この差分圧縮データａ４は、第１の基準画像データａ２の識別情報を付帯情報として
ネットワーク３を介し画像ビューア４に供給される。
【００５４】
　一方、画像ビューア４のデータ受信部４１を介して差分圧縮データａ４を受信したデー
タ伸張部４２は、前記圧縮処理に対応した伸張処理を差分圧縮データに対して行ない差分
データａ５（＝ａ３）を生成（復元）し、画像データ復元部４４は、データ受信部４１か
ら供給された第１の基準画像データａ２の識別情報に基づいて基準画像データ保管部４３
から抽出した第２の基準画像データａ６（＝ａ２）と差分データａ５（＝ａ３）との加算
処理によって診断用画像データａ７（＝ａ１）を復元する。
【００５５】
（変形例）
　次に、本実施例の変形例につき図６のブロック図を用いて説明する。上述の実施例では
、当該被検体から得られた診断用画像データの読影を画像読影センターの専門医に依頼す
る際、診断用画像データを、医療施設（第１の施設）に設けられた画像サーバ２から画像
読影センター（第２の施設）に設けられた画像ビューア４へネットワーク３を介して供給
する画像データ供給システム１００について述べたが、本変形例では、前記診断用画像デ
ータの読影依頼を受けた画像読影センター（第１の施設）が作成した前記診断用画像デー
タの読影結果を医療施設（第２の施設）へ送信する際、診断用画像データに重畳して作成
された読影結果を、画像読影センターに設けられた画像サーバ２ａから医療施設に設けら
れた画像ビューア４ａへネットワーク３ａを介して送信する画像データ供給システム２０
０について述べる。
【００５６】
　即ち、本変形例の画像データ供給システム２００は、画像読影センターに設置され、読
影結果が重畳された診断用画像データに対し差分処理と圧縮処理を行なって生成した差分
圧縮データを画像ビューア４へ供給する画像サーバ２ａと、医療施設に設置され、ネット
ワーク３を介して画像サーバ２ａから供給される前記差分圧縮データに対し伸張処理と加
算処理を行なって読影結果が重畳された診断用画像データを復元する画像ビューア４ａを
有している。
【００５７】
　画像読影センターの画像サーバ２ａは、診断用画像データに対する読影結果が重畳され
、基準画像データの識別情報及び医療施設の識別情報が付加された各種診断用画像データ
が保管されている画像データ保管部２１ａと、これら各種診断用画像データの中から当該
医療施設に送付する診断用画像データを後述の入力部２９ａから入力される医療施設の識
別情報に基づいて選択する画像データ選択部２２ａと、各種の基準画像データがその識別
情報を付帯情報として予め保管されている基準画像データ保管部２３ａと、読影結果が重
畳された診断用画像データとの差分処理（減算処理）に使用する第１の基準画像データを
基準画像データ保管部２３ａに保管された各種基準画像データの中から選択し、この第１
の基準画像データと前記診断用画像データとの差分処理により２次元の差分データを生成
する差分データ生成部２４ａを備えている。
【００５８】
　又、画像サーバ２ａは、差分データ生成部２４ａによって生成された差分データを圧縮
処理して２次元の差分圧縮データを生成するデータ圧縮部２５ａと、差分データに付加さ



(13) JP 5430878 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

れている第１の基準画像データの識別情報を所定の変換ルールに従ってダミー識別情報へ
変換する識別情報変換部３１ａと、データ圧縮部２５ａによって生成された差分圧縮デー
タに識別情報変換部３１ａから供給されるダミー識別情報を付加しネットワーク３を介し
て画像ビューア４へ送信するデータ送信部２７ａを備え、更に、医療施設の識別情報や各
種コマンド信号等を入力する入力部２９ａと、画像サーバ２ａに設けられた上述の各ユニ
ットを統括的に制御する制御部３０ａを備えている。
【００５９】
　一方、医療施設の画像ビューア４ａは、画像サーバ２ａから供給される差分圧縮データ
及び第１の基準画像データのダミー識別情報を受信するデータ受信部４１ａと、差分圧縮
データを伸張処理して差分データを生成（復元）するデータ伸張部４２ａと、ダミー識別
情報を所定の変換ルールに従って逆変換し第１の基準画像データの識別情報を復元する識
別情報逆変換部５１ａと、基準画像データ保管部２３ａに保管された各種の基準画像デー
タと同一の基準画像データが同一の識別情報を付帯情報として予め保管されている基準画
像データ保管部４３ａと、識別情報逆変換部５１ａから供給される第１の基準画像データ
の識別情報に基づいて基準画像データ保管部４３ａから抽出した第２の基準画像データと
データ伸張部４２ａによって生成された差分データとの加算処理により当該被検体の読影
結果が重畳された診断用画像データを復元する画像データ復元部４４ａを備え、更に、復
元された診断用画像データを表示する画像データ表示部４５ａと、前記診断用画像データ
を保存する画像データ記憶部４６ａと、画像ビューア４ａに設けられた上述の各ユニット
を統括的に制御する図示しない制御部を備えている。
【００６０】
　即ち、画像サーバ２ａにおける差分データの生成に使用した第１の基準画像データの識
別情報は識別情報変換部３１ａにおいてダミー識別情報に変換され、データ送信部２７ａ
は、前記ダミー識別情報が付加された差分圧縮データを画像ビューア４ａへ供給する。一
方、画像ビューア４ａの識別情報逆変換部５１ａは、ネットワーク３ａ及びデータ受信部
４１ａを介して供給されたダミー識別情報を逆変換し第１の基準画像データの識別情報を
復元する。そして、画像データ復元部４４ａは、復元された第１の基準画像データの識別
情報に基づいて基準画像データ保管部４３ａから抽出した第２の基準画像データとデータ
伸張部４２ａによって生成された差分データとの加算処理により読影結果が重畳された診
断用画像データを復元し画像データ表示部４５ａに表示する。
【００６１】
　以上述べた本発明の実施例及びその変形例によれば、画像サーバにて収集された診断用
画像データをネットワーク等を介して接続された画像ビューアへ供給する際、高いデータ
圧縮率と高いデータセキュリティを有した診断用画像データの供給が可能となる。このた
め、診断用画像データを効率よく供給することができ、更に、前記診断用画像データに関
わる各種個人情報の第３者への漏洩を確実に防止することができる。
【００６２】
　特に、上述の実施例及びその変形例では、当該被検体の診断用画像データと予め保管さ
れた第１の基準画像データとの差分データに対して圧縮処理を行ない、圧縮された差分デ
ータ（差分圧縮データ）に第１の基準画像データの識別情報を付加して画像ビューアへ供
給しているため、前記圧縮処理に対応した伸張処理が第３者によって行なわれた場合にお
いてもこの第３者が第１の基準画像データと同一の基準画像データ（第２の基準画像デー
タ）を有していない限り前記診断用画像データやこの診断用画像データに含まれた種々の
個人情報を観察することはできない。即ち、診断用画像データと第１の基準画像データと
の差分データを圧縮処理して他施設の画像ビューアへ供給することにより、高いデータ圧
縮率と高いデータセキュリティを有した診断用画像データの供給が可能となる。
【００６３】
　又、上述の実施例によれば、診断用画像データと基準画像データ群との差分データに基
づいて生成された差分圧縮データ群の中からデータ量が最小な差分圧縮データを選択して
いるため、最大のデータ圧縮率を有する差分圧縮データを画像読影センターの画像ビュー
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アへ供給することができる。更に、前記基準画像データ群は、診断用画像データの撮影条
件等に基づいた検索キーによって抽出されるため、差分圧縮データの生成に好適な基準画
像データ群の絞り込みが容易となり、データ量が最小な差分圧縮データの選択とこの差分
圧縮データの生成に関与した第１の基準画像データの特定を効率よく行なうことができる
。
【００６４】
　一方、上述の変形例によれば、画像読影センターが有する診断用画像データを所定の医
療施設に設置された画像ビューアへ供給する際、診断用画像データと第１の基準画像デー
タとの差分データに基づいて生成された差分圧縮データに、所定の変換ルールに基づいて
変換された第１の基準画像データのダミー識別情報を付加して画像ビューアへ供給してい
るため、差分圧縮データが同一の基準画像データを有する他の医療施設の画像ビューアへ
誤って供給された場合においても、上述の変換ルールを医療施設単位で設定することによ
り診断用画像データ及びこの診断用画像データに含まれた読影結果等の個人情報の漏洩を
防止することができる。従って、診断用画像データや個人情報に対するデータセキュリテ
ィは更に向上する。
【００６５】
　以上、本発明の実施例とその変形例について述べてきたが、本発明は上述の実施例及び
その変形例に限定されるものではなく、変形して実施することが可能である。例えば、上
述の実施例では、画像データの収集と保管を行なう医療施設の画像サーバ２から前記画像
データの読影を行なう画像読影センターの画像ビューア４に対して当該被検体の診断用画
像データを供給する場合について述べたが、これに限定されるものではなく、例えば、画
像読影センター以外の施設に備えられた画像ビューアに対する診断用画像データの供給で
あってもよい。
【００６６】
　又、医用画像診断装置及び画像サーバ２の各々は異なる医療施設において設置されてい
てもよい。この場合、医用画像診断装置にて得られた診断用画像データは、通常、専用回
線あるいはネットワーク等を介して画像サーバ２へ供給されるが、大容量の記憶媒体を用
いて画像サーバ２へ供給しても構わない。
【００６７】
　又、上述の実施例及びその変形例では、過去に収集され被検体情報等の個人情報が削除
された各種の標準的な画像データを基準画像データとして用いる場合について述べたが、
基準画像データは、同一の撮影条件や画像データ生成条件にて収集された複数の画像デー
タを平均処理して生成してもよく、又、ＣＧ（Computer Graphics）技術等を用いて生成
したダミー画像データであってもよい。更に、基準画像データ保管部２３及び４３に保管
されている基準画像データの追加／更新／削除は容易に行なうことが可能であり、これら
の行為を繰り返すことにより差分データや差分圧縮データのデータ量低減率を向上させる
ことが可能となる。
【００６８】
　一方、上述の実施例では、診断用画像データと基準画像データ群との差分処理によって
差分データ群を生成し、得られた差分データ群を圧縮処理して差分圧縮データ群を生成す
る場合について述べたが、診断用画像データのサムネールデータと基準画像データ群のサ
ムネールデータに基づいて差分圧縮データ群を生成してもよい。サムネールデータを用い
た基準画像データ群の絞り込みにより最小のデータ容量を有する差分圧縮データの生成に
用いた第１の基準画像データの特定を短時間で行なうことが可能となる。
【００６９】
　又、上述の実施例では、診断用画像データと基準画像データとの差分処理によって生成
された差分データ群を更に圧縮処理する場合について述べたが、差分データ群の中から選
択したデータ量が最小な差分データをこの差分データの生成に使用した第１の基準画像デ
ータの識別情報と共に画像ビューア４に供給してもよい。この場合、データ圧縮部２５及
びデータ伸張部４２は不要となる。又、差分圧縮データを更に暗号化することによりデー



(15) JP 5430878 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

タセキュリティを向上させてもよい。この場合、画像サーバ２には図示しないデータ暗号
化部が、画像ビューア４には図示しないデータ復号化部が夫々設けられる。
【００７０】
　一方、基準画像データ保管部２３から抽出される基準画像データ群が１つの基準画像デ
ータによって構成される場合、データ選択部２６は、この基準画像データを用いて生成さ
れた差分圧縮データを、データ送信部２７及びネットワーク３を介して画像ビューア４へ
供給しても構わない。
【００７１】
　更に、上述の変形例では、医療施設から診断用画像データ（第１の診断用画像データ）
の読影依頼を受けた画像読影センター（第１の施設）の画像サーバ２ａは、作成した読影
結果を前記医療施設（第２の施設）の画像ビューア４ａへ送信する際、復元された第１の
診断用画像データに読影結果を重畳して作成した第２の診断用画像データと基準画像デー
タ保管部２３ａから読み出した第１の基準画像データとの差分処理によって差分データを
生成し、更に、この差分データの圧縮処理によって得られた差分圧縮データに第１の基準
画像データの識別情報を付加して医療施設の画像ビューア４ａへ供給する場合について述
べたが、第２の診断用画像データと第１の診断用画像データとの差分処理によって差分デ
ータを生成し、更に、この差分データの圧縮処理によって得られた差分圧縮データに第１
の診断用画像データの識別情報を付加して医療施設の画像ビューア４ａへ供給してもよい
。この場合、医療施設では、前記差分圧縮データを伸張処理して得られた差分データと前
記識別情報に基づいて自己の記憶回路（例えば、画像データ記憶部４６ａ）から読み出し
た第１の診断用画像データとの加算処理によって読影結果が重畳された第２の診断用画像
データを復元する。この方法によれば、更に高いデータ圧縮率を有した画像データの供給
が可能となる。
【００７２】
　尚、上述の実施例及びその変形例では、画像サーバ２（２ａ）において収集された２次
元の診断用画像データを画像ビューア４（４ａ）へ供給する場合について述べたが、３次
元の診断用画像データを供給してもよい。このとき、基準画像データ保管部２３、２３ａ
、４３及び４３ａに保管される各種の基準画像データも３次元的に構成されることが望ま
しい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施例における画像データ供給システムの全体構成を示すブロック図。
【図２】同実施例の診断用画像データに付加された被検体情報、撮影条件及び画像データ
生成条件の具体例を示す図。
【図３】同実施例の画像ビューアに対する診断用画像データの送信手順を示すフローチャ
ート。
【図４】同実施例の画像ビューアにおける診断用画像データの表示手順を示すフローチャ
ート。
【図５】同実施例の画像サーバにおける差分圧縮データの生成と画像ビューアにおける診
断用画像データの復元を説明するための図。
【図６】同実施例の変形例における画像データ供給システムの全体構成を示すブロック部
。
【符号の説明】
【００７４】
２、２ａ…画像サーバ
２１、２１ａ…画像データ保管部
２２、２２ａ…画像データ選択部
２３、２３ａ…基準画像データ保管部
２４、２４ａ…差分データ生成部
２５、２５ａ…データ圧縮部
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２６…データ選択部
２７、２７ａ…データ送信部
２８…表示部
２９、２９ａ…入力部
３０、３０ａ…制御部
３１ａ…識別情報変換部
３、３ａ…ネットワーク
４、４ａ…画像ビューア
４１、４１ａ…データ受信部
４２、４２ａ…データ伸張部
４３、４３ａ…基準画像データ保管部
４４、４４ａ…画像データ復元部
４５、４５ａ…画像データ表示部
４６、４６ａ…画像データ記憶部
４７…入力部
４８…制御部
５１ａ…識別情報逆変換部
１００、２００…画像データ供給システム

【図１】 【図２】
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